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源泉徴収税額表の改正、源泉控除対象親族の適用など、令和 8 年 1月 1 日以降の給与計算業務に対

応するプログラム改修を行います。              （メンテナンス実施 2025/12/17） 

令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

源泉徴収税額表の改正 

令和 7 年度税制改正により、令和 8 年分の源泉徴収税額表が改正されました。 

CASH RADAR PB システムでは［メンテナンス］-［給与情報］における各種計算テーブルの改修を実

施いたします。 

この改正にともなうお客様側の作業は不要です。 

改正対応後、支給日が令和 8 年 1 月 1 日以降の給与・賞与において新しい算式が自動的に適用され

ます。 

国税庁 「令和 8 年分源泉徴収税額表」 国税庁 R８ 税額表 検 索 

＜ご確認下さい＞ 

CASH RADAR PB システムでは、月額表「甲欄」の源泉所得税算出において「電算機計算の特例（電算

式）」を用いております。 

甲欄算式の詳細は、国税庁「令和 8 年分源泉徴収税額表」の PDF ファイル P18 のとおりです。 
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「源泉控除対象親族」の設定追加 

令和 7 年度税制改正において「特定親族特別控除」が新設されております。 

これに伴い、令和 8 年分から扶養控除等申告書に【源泉控除対象親族】を記載することになりまし

た。 

CASH RADAR PB システムでは［社員情報設定（一人別）］ならびに［源泉徴収簿入力］の扶養親族情

報に【特親】、【源泉控除対象】の設定欄を追加いたします。 

令和 8 年 1月 2 日時点の年齢が 19 歳以上～23 歳未満の扶養親族において、確認・設定が必要です。 

 

国税庁 「各種申告書・記載例（扶養控除等申告書など）」 国税庁 各種申告書 扶養控除等 検 索 

国税庁 「令和７年度税制改正による所得税の基礎控

除の見直し等について」 
国税庁 R7 見直し 検 索 

▲扶養控除等申告書 →【令和 8年分】《記載例》令和８年分扶養控除等申告書（PDF/2,052KB） 

令和 8年分以後の給与の源泉徴収事務 

＜源泉控除対象親族となる者＞ 

従来の控除対象扶養親族 （令和 8 年より合計所得金額「58 万円以下」） ※特定扶養親族含む 

19 歳以上 23 歳未満の親族（＝特定親族）のうち、合計所得金額が「58 万円超から 100 万円以下」である親族 

令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

New 
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 ＜設定対象＞ 

設定可 

以下 2 項目いずれにも該当する扶養親族 

・扶養区分「特定」（年齢の範囲が 19 歳以上～23 歳未満） 

・源泉徴収簿入力における“合計所得”欄が 0（あるいは空欄） 

設定不可 上記以外の扶養親族 

 

＜設定＞ 

 

特定親族特別控除の該当者としない場合に「非該当」とします。 

設定初期値はこの「非該当」となります。 

 

特定親族特別控除の該当者とする場合に「該当」とします。 

該当とした場合、扶養区分も［特親］に変わります。 

 

令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

① 扶養情報【特親】欄 

社員情報設定（一人別） 源泉徴収簿入力 

画像は社員情報設定(一人別) 
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扶養区分（年齢の範囲） ［源泉控除対象］該当/非該当 選択制御 

非該当 

（16 歳未満） 
【非該当】 

一般 

（16 歳以上～19 歳未満）、（23 歳以上～70 歳未満） 
【該当】 

特定 

（19 歳以上～23 歳未満） 
【該当】 

特親 

（19 歳以上～23 歳未満） 
(源泉徴収簿入力における“合計所得”欄により、以下 3 ケース) 

合計所得金額＝0、空欄 【該当】、【非該当】を任意選択可能 

合計所得金額＝58 万超～100 万以下 【該当】 

合計所得金額＝100 万超 【非該当】 

老人 

（70 歳以上） 
【該当】 

 

令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

② 扶養情報【源泉控除対象】欄 

源泉控除対象欄の「該当 or 非該当」選択制御は扶養区分によって異なります。 

任意選択ができるのは「扶養区分＝特親」かつ「源泉徴収簿入力における“合計所得”欄が 0（あるいは

空欄）」である扶養情報のみです。 

社員情報設定（一人別） 源泉徴収簿入力 

画像は社員情報設定(一人別) 
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令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

社員情報設定と源泉徴収簿入力の動作差異 

“合計所得”欄が 0 円である特定親族の【特親】設定 

源泉徴収簿入力 

源泉徴収簿入力では合計所得による扶養区分の判定が行われるため、合計所得欄が「0 円」である

場合に【特親＝該当（特定親族特別控除）】と設定することはできません。 

（合計所得 0 円～58 万円以下の「特定扶養親族」と判定されるため。） 

 

社員情報設定（一人別） 

社員情報設定でも源泉徴収簿入力における“合計所得”欄に基づく判定は行われますが、合計所得

が「0 円」の場合は判定対象外となります。 

よって、合計所得が 0円であれば以下のパターンで設定を行うことが可能です。 

◆ 特親＝非該当 ＆ 源泉控除対象＝該当 

◆ 特親＝該当   ＆ 源泉控除対象＝非該当 

◆ 特親＝該当   ＆ 源泉控除対象＝該当    
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「源泉控除対象」欄 「控除計算」欄 人数カウント 

該当 対象 1 人 

該当 対象外 なし 

非該当 対象 なし 

非該当 対象外 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

株式会社エヌエムシイ サポートセンター 

令和 8 年分 源泉所得税改正対応 

社員情報設定［扶養控除対象人数］のカウント 

扶養区分や特親区分を問わず、区分［源泉控除対象＝該当］である場合に扶養控除対象人数が

1 人カウントされます。 

ただし、区分［控除対象＝対象］であることが前提です。 

なお、扶養控除対象人数のカウントは、障害者区分など扶養親族や配偶者、本人の控除情報も

対象となりますのでご注意ください。 


